
 

 

 
 

 

 
 
 

八千代町水道ビジョン 
 

 

 

 

 

 

（改定版） 

（計画期間：2021 年度～2030 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年（令和 3 年）3 月 

 

八千代町産業建設部上下水道課  



 

 

目次  

第１章 水道ビジョン策定の背景・目的 ........................................................................................................................... 1 

1.1 水道ビジョン策定の背景・目的 ....................................................................................................................... 1 

1.2 水道ビジョン策定の進め方 ................................................................................................................................. 1 

1.3 国の施策と八千代町水道事業の取組 ............................................................................................................. 2 

第 2 章 八千代町水道事業の概要 ........................................................................................................................................ 3 

1）位置・地形 ................................................................................................................................................................... 3 

２）人口・世帯 .................................................................................................................................................................. 5 

３）産業................................................................................................................................................................................. 6 

（1）農業 ........................................................................................................................................................................ 6 

（2）商業 ........................................................................................................................................................................ 7 

（3）工業 ........................................................................................................................................................................ 8 

第３章 水道事業の現況 ............................................................................................................................................................. 9 

3.1 水道事業の沿革 ......................................................................................................................................................... 9 

3.2 八千代町水道事業の現況 .................................................................................................................................. 12 

3.3 給水状況 .................................................................................................................................................................... 13 

1）給水人口の推移 ..................................................................................................................................................... 13 

2）給水量の推移 .......................................................................................................................................................... 14 

（1）一日平均給水量の内訳と推移 .............................................................................................................. 14 

（2）給水人口と普及率の推移 ........................................................................................................................ 15 

3.4 経営状況 .................................................................................................................................................................... 16 



 

 

1）収益的収支 ............................................................................................................................................................... 16 

2）資本的収支 ............................................................................................................................................................... 18 

3）水道料金 .................................................................................................................................................................... 19 

3.５ 施設の状況 .............................................................................................................................................................. 20 

１）取水施設 ................................................................................................................................................................... 20 

２）導水施設 ................................................................................................................................................................... 21 

３）浄水施設 ................................................................................................................................................................... 22 

4）配水施設 .................................................................................................................................................................... 22 

5）配水管施設 ............................................................................................................................................................... 23 

3.6 耐震化の状況 .......................................................................................................................................................... 25 

1）施設別耐震化一覧表 ........................................................................................................................................... 25 

2）管路 .............................................................................................................................................................................. 26 

3.7 水道事業計画の達成状況 .................................................................................................................................. 28 

第 4 章 水道事業の現状分析 .............................................................................................................................................. 29 

4.1 安全（安全で良質な水） .................................................................................................................................. 31 

4.2 強靭（安定した水の供給） ............................................................................................................................. 31 

4.3 持続（健全な事業経営） .................................................................................................................................. 31 

4.4 業務指標に基づく課題の整理 ........................................................................................................................ 39 

第５章 将来の事業環境 ......................................................................................................................................................... 40 

５.1 水需要の見通し .................................................................................................................................................... 40 

５.2 更新需要の見通し ............................................................................................................................................... 42 



 

 

５.3 財政収支の見通し ............................................................................................................................................... 47 

５.4 組織体制の維持 .................................................................................................................................................... 48 

第６章 水道事業の理想像と目標 ..................................................................................................................................... 50 

6.1 理想像 ......................................................................................................................................................................... 50 

6.2 目標 .............................................................................................................................................................................. 51 

第 7 章 目標の実現に向けた施策 .................................................................................................................................... 52 

7.1 安全：安全な水を供給する水道 ................................................................................................................... 52 

7.2 強靭：災害・事故による断水のより少ない安心・信頼できる水道 .......................................... 54 

7.3 持続：水道事業の運営基盤の強化とお客さまと共に歩む水道  .............................. 58 

7.４ 施設整備計画の概要 .......................................................................................................................................... 61 

1）施設全体について ................................................................................................................................................ 61 

2）各施設について ..................................................................................................................................................... 61 

第 8 章 水道ビジョンの推進 .............................................................................................................................................. 64 

8.1 実施スケジュール ................................................................................................................................................. 64 

8.2 投資・財政計画 ..................................................................................................................................................... 67 

8.3 フォローアップ ..................................................................................................................................................... 70 

資料 ..................................................................................................................................................................................................... 71 

資料-1 水道事業ガイドライン業務指標一覧表 ............................................................................................. 71 

資料-2 用語解説 ............................................................................................................................................................. 80 

 

 



 

1 

 

第１章  水道ビジョン策定の背景・目的  

1.1 水道ビジョン策定の背景・目的  

近年の水道事業環境の変化は、新水道ビジョン（平成 25 年 3 月）で示す通り、給水人口・料

金収入の減少、水道施設の更新需要の増大、水道水源の水質リスクの増大、職員数の減少による

サービスレベルの影響、東日本大震災を踏まえた危機管理対策（台風等の自然災害含む）など変

革の時期を迎えています。 

本町の水道事業においては、昭和 60 年 8 月一部給水開始以来、令和元年度には給水普及率が

約 98.8 パーセントとなり、拡張時代は終わりとなり更新時期にあります。 

今後は、施設の老朽化に伴い大規模な更新が控えています。更に、安全・快適な水の供給の確保

や、災害時にも安定的な給水を行うための施設水準の向上等に向けた取組が求められており、事

業を持続していく上で、運営基盤の強化や技術力の確保が必要となっています。 

これらの課題に適切に対処していくため、自らの事業を取り巻く環境を総合的に分析した上で、

経営戦略を策定し、計画的な実行が求められています。 

このため、本町水道事業の現状と将来見通しを分析・評価した上で、厚生労働省の「新水道ビジ

ョン」の方針を踏まえ、目指すべき理想像を描き、その実現のための方策等を経営戦略として

「八千代町水道ビジョン」を策定します。また、昨年度策定した「八千代町水道事業 経営戦

略」と整合した計画と致します。 

 

1.2 水道ビジョン策定の進め方  

「八千代町水道ビジョン」の策定は、厚生労働省の「水道事業ビジョン作成の手引き」に準拠す

るものとします。 

計画期間は、令和 3 年度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの 10 年間とし

ます。  
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1.3 国の施策と八千代町水道事業の取組  

国等の施策を受けた本町水道事業の取組は以下のとおりです。 

 

国等の施策 八千代町水道事業の取組 

 

平成 16 年 6 月 

水道ビジョンの策定・推進（厚生労働省） 

 

平成 20 年 7 月 

水道ビジョンの改訂・推進（厚生労働省） 

 

 

平成 25 年 3 月 

新水道ビジョンの策定・推進（厚生労働省） 

平成 26 年 8 月 

経営戦略の策定要請（総務省） 

（「公営企業の経営に当たっての留意事項に

ついて」（総務省通知）） 

平成 27 年 3 月 

インフラの長寿命化に向けた取組を推奨 

（厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

八千代町水道ビジョン 

（平成 23 年 3 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八千代町水道事業経営戦略 

（令和元年度） 

 

 

八千代町水道ビジョン（改訂版） 

（令和２年度） 
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第 2 章  八千代町水道事業の概要  

1）位置・地形  

八千代町は、関東平野のほぼ中央、茨城県の南西に位置し、首都東京へ 60km、県都水戸市へ

70km、科学技術の集積都市つくば市へ 20km の距離にあります。東は鬼怒川を挟んで下妻市

に、西は古河市、北は結城市、南は常総市、坂東市にそれぞれ接しており、町のほぼ中央を国道

125 号線が東西に走っています。 

地勢は、東西に 7.7km、南北に 12.4km、総面積 58.99km。概ね平坦で、町の中央部を流れ

る山川を境の東部は水田が開け、西部は畑地がその大部分を占めており、平地林もわずかに残さ

れています。 

年間の平均気温は 14℃前後、年間降水量は 1,250mm 程度となっています。冬は北西の季節

風が吹きつけますが、降雪量は極めて少なく温暖な気候といえます。 

基幹産業は、農業で南西部に畑地帯整備事業により整備された畑地が広がり、日本一の生産を誇

る白菜やメロン・キュウリ・レタス等が作付けされ、北東部は水田地帯で、米作及び梨等が栽培

されるなど、首都圏の食材供給基地として重要な位置を占めています。 

 

令和 2 年 11 月 1 日現在 

     総人口 21,750 人 

      男 11,452 人 

      女 10,298 人 

     世帯数 7,712 世帯 

      （八千代町ホームページより） 
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図 2.1 八千代町の位置 
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２）人口・世帯  

八千代町の人口及び世帯数は、令和元年度末現在で、それぞれ 21,054 人、7,187 戸となって

います。過去 10 年間の推移を見ると、下図に示すように人口は減少傾向にありながら世帯数に

ついては、近年横ばい傾向にあります。 

 

 

 

図 2.2 人口及び世帯数の推移 

出典：茨城県の水道より（各年度末現在） 
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３）産業  

（1）農業  

農業について見ると、農家数、自給的農家数は減少傾向にあり、販売農家数については減少傾向

にあるものの横這い状態を示しています。近年の平成 27 年度以降については、農家数、自給的

農家数、販売農家数とも横ばい傾向にあります。 

 

 

 

図 2.3 農家数、自給的農家数、販売農家数 

出典：茨城県統計年覧より  
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（2）商業  

商業について見ると、年間販売額については、右肩上がりの増加傾向にあります。事業所数につ

いては、平成 25・26 年度に若干増えましたが、その他の年度はほぼ横ばい傾向です。従業員数

については事業所数の変動に伴い平成 25・26 年度については増加しました。近年においては若

干増加傾向です。 

 

 

 

図 2.4 年間販売額、事業所数、従業員数 

出典：茨城県統計年覧より  
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（3）工業  

工業について見ると、製造品出荷額については、各年度多少変動はありますが、近年は増える傾

向にあります。事業所数については、ほぼ横ばい傾向にあり、従業員数については多少変動して

いますが、全体的には横ばい傾向です。 

 

 

 

図 2.5 製造品出荷額、事業所数、従業員数 

出典：茨城県統計年覧より  
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第３章  水道事業の現況  

3.1 水道事業の沿革  

八千代町は比較的地下水が豊富であり、昭和 37 年から 40 年前半にかけて設立された小規模の

簡易水道組合や自家用水（浅井戸）により、水需要を賄ってきました。 

 

昭和 37 年から 40 年前半に設立された簡易水道組合 

1 粟野・前坪簡易水道組合 

2 粟野・後坪簡易水道組合 

3 中野簡易水道組合 

4 川尻西部簡易水道組合 

5 佐野東部簡易水道組合 

6 前田簡易水道組合 

7 平塚本田東部簡易水道組合 

8 久下田仲坪簡易水道組合 

9 新井簡易水道組合 

10 袋北部簡易水道組合 

11 袋前坪簡易水道組合 

12 野爪簡易水道組合 

13 高崎釜内簡易水道組合 

14 大渡戸簡易水道組合 

15 小屋西部簡易水道組合 

 

しかしながら、農業用の地下水汲み上げ等により浅井戸の水位が低下して不安をきたし、水道事

業化の要望が高まるなか、県西広域水道用水供給事業の進展に伴う県の指導によって、町営水道

事業の創設に踏み切りました。 

八千代町水道事業は、昭和 56 年 4 月に件の認可を受け、昭和 60 年 8 月から一部給水を開始

しました。 

事業計画は八千代町全域を給水区域とし、計画給水人口 25,700 人、計画 1 日最大給水量

6,800m3 の規模で、その水源の内訳は、深井戸 4 井から取水する地下水 5,100m3/日（暫定

取水量 1,700m3/日を含む）と、県西広域水道用水供給事業（以下「県西用水」と略す。）から

の受水（以下「受水」と略す。）1,700m3/日となっています。
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3.2 八千代町水道事業の現況  

八千代町水道事業は、昭和 56 年に地下水と受水を水源として創設されました。 

給水実績の面では、令和元年度末の水道普及率は 98.8%で、全国平均 98.0%（平成 30 年

度）や茨城県平均 94.7%（平成 30 年度）と比較すると茨城県平均を上回り、全国平均とほぼ一

致しています。更に、当町が属している県南西地域の普及率 93.7%（平成 30 年度）を上回って

います。 

有収率は 97.5%で、全国平均 90.0%（平成 30 年度）や茨城県平均 88.0%（平成 30 年

度）、県南西地域平均 90.1（平成 30 年度）%を大きく上回っています。 

施設の面では、多くの施設が昭和 56 年度から平成元年度に建設され、創設当初の昭和 56 年度

から 40 年になります。この 40 年は法定耐用年数（管路：40 年）と一致します。 

したがって、今後は多くの施設が更新時期になりますので、業務指標（PI）を用いながら、客観

的に評価し優先順位を決めながら計画的に更新する必要があります。 

更に近年は多くの大規模地震や風水害などが発生し、水道施設全般にわたる耐震性の強化や災害

時の迅速な復旧体制の整備を図っていくことが大切です。 

水道管路についても、法定耐用年数（40 年）を経過しようとしていますので、早急に優先順位

を決め更新する必要があります。更新の方法については、アセットマネジメントなどを用い平準

化した更新事業を計画的に推進していく必要があります。 
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3.3 給水状況  

1）給水人口の推移  

八千代町の給水人口は、平成 28 年度までは普及率の上昇とともに増加してきましたが、平成

29 年度からは給水区域内人口の減少とともに減少してきており、令和元年度末には約 21,100

人となっています。 

施設の規模や稼働率に関連する一日最大給水量は、平成 29 年度には突発的な事情が重なって

5,800m3/日が記録されましたが、その年を除いては約 4,500m3/日～5,300m3/日の範囲内

で変動しています。 

一日平均給水量は、過去 10 年間を通して見ると、全体として緩やかな増加傾向にあります。 

 

 

 

図 3.1 給水人口・給水量の実績 
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2）給水量の推移  

（1）一日平均給水量の内訳と推移  

一人一日当たりの生活用水は、過去の実績を見ると少ない年度で平成 23 年度には 154 リット

ルを記録し、平成 30 年度には 165 リットルと増加しています。この結果は平成 30 年度茨城県

全体平均 198 リットルと比較すると今後将来的にはまだ伸びるものと予測されます。 

業務用営業用水（官公署、事業所用水を含む。）については、過去の実績を見ると約 460m3/

日から約 650m3/日の間で規則性のない変動を繰り返しています。 

工場用水については、過去の実績を見ると少ない年度で平成 24 年度には約 170m3/日を記録

し、多い年度で平成 30 年度に 590 m3/日と増加しています。近年の傾向として急激に増加傾

向にあります。 

 

 

 

 

図 3.2 一日平均給水量の内訳とその推移 
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（2）給水人口と普及率の推移  

普及率は、平成 22 年度に 91.0%を記録し、令和元年度には 98.8％となっており、ほぼ給水

区域全体が水道に依存している結果となっております。 

この値は、全国平均 98.0%（平成 30 年度）や茨城県平均 94.7%（平成 30 年度）を上回っ

ています。 

 

 

 

図 3.3 給水人口と普及率の推移  
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3.4 経営状況  

1）収益的収支  

過去 10 カ年の収益的収支の推移を見ると、収入については増加傾向にあります。支出につい  

 ては、平成 27 年度を除いては横ばい傾向にあります。収支については、収入が支出を上回っ

ていることから、健全な経営を維持しているといえます。 

なお、平成 26 年度からは会計制度の見直しにより、長期前受金戻入を収益化することとなっ 

たため、収入が増加しています。 

 

 

 

図 3.4 収益的収支の推移  
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一方、収益的支出を見ると、平成 26 年度を除くとほぼ横ばい傾向にあります。平成 26 年度 

 の支出内容を分析すると、平成 26 年度からの会計制度変更に伴い特別損失を計上に加え修繕

費が他の年度と比較して増えたことが支出の原因となっています。 

また、直近の令和元年度の支出実績では、減価償却費（28.4％）受水費（21.7％）・その他  

（21.5％）・人件費（9.5％）・動力費（7.8％）・修繕費（7.2％）・薬品費（2.3％）・資  

産減耗費（0.9％）・支払利息（0.7％）の順になっています。 

 

 

 

図 3.5 収益的支出の費用内訳の推移  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

（元）

百
万

円

人件費 動力費 薬品費 修繕費 受水費 減価償却費 企業債利息 その他



 

18 

 

2）資本的収支  

過去 10 カ年の資本的支出の推移を見ると、資本的収入は毎年ゼロにあります。一方、資本的 

支出は右肩下がりになっております。支出の内容を見ると、支出の大半は企業債償還金であ

り、残りは建設改良費であります。しかし、近年は企業債償還金がぼぼ完済しつつ、建設改良

費のみになる傾向にあります。 

資金残高については、平成 23 年度から平成 25 年度までは横ばい傾向にありましたが、平成  

26 年度からの会計制度変更に伴い一旦減少しましたが、その後は増加傾向にあります。 

 

 

 

図 3.6 資本的収支の推移  
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3）水道料金  

◆水道料金の考え方 

八千代町の水道料金は、基本料金（水道メーターの口径別に設定された料金）に従量料金（使用

水量に応じた料金）の二部料金制になっています。 

◆近隣自治体との水道料金の比較 

・口径 20mm、使用水量 20m3 使用した場合の 1 ヶ月の水道料金 

（出典：各自治体ホームページより） 

 

 

3.7 近隣自治体との水道料金の比較 
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3.５  施設の状況  

１）取水施設  

八千代町の水源は、深井戸による地下水と県西用水からの水道用水（以下「県水」と略しま

す。）の受水です。 

水道事業の創設当初から平成 4 年度までは口径 300mm、深度 173m～200m の深井戸 4 井

（1 号～4 号取水井）からそれぞれ 1,275m3/日を上限として、地下水を水中モーターポンプで

取水しています。 

八千代町は全域が、「茨城県地下水の採取の適正化に関する条例」により地下水の採取が規制さ

れる地域に指定されています。この条例は、地下水を大量かつ無秩序に採取し続けると、地下水

位が低下したり地盤沈下が発生するため、このような障害を防止しながら、地下水の有効かつ安

定した利用を図るために制定されたものです。八千代町水道事業では平成 5 年度以降は地下水の

取水量を段階的に削減され、現在、許可採取量は 1 井あたり 850m3/日、4 井合計で

3,400m3/日となっています。 
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２）導水施設  

導水管は、総延長 5,313≒5,300m 布設されています。管種は硬質塩化ビニル管・ダクタイル

鋳鉄管・鋼管（塗覆装鋼管・塩ビライニング鋼管）を布設しています。 

口径別延長・管種別延長は下図に示す通りです。 

 

口径別延長 

 

管種別延長 

 

図 3.8 口径別延長・管種別延長  



 

22 

 

３）浄水施設  

八千代町浄水場では、深井戸から取水した原水を凝集沈澱地に導水し、塩素剤及び凝集剤を注入

して攪拌し、不純物を凝集・沈澱させて取り除きます。こうしてある程度きれいになった上澄水

に、急速ろ過を行って浄水とし、配水池に貯水しています。 

また浄水場内にある配水池では 1 日最大で県水 1,700m3 を受水し、地下水から得た浄水と混

合・貯留しています。 

 

4）配水施設  

配水施設は、浄水場内にある 2 池の配水池【2,380m3（RC 配水池）＋2,400ｍ3（PC 配水

池）】に貯留された浄水は配水ポンプ 4 台（内 1 台予備）により加圧し、各家庭や事業所などに

配水しています。 

※配水池容量は一日最大給水量（6,800m3）の約 17 時間分確保されています。 

※配水池容量は一日最大給水量の 12 時間を標準とする。（水道施設設計指針・2012） 
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5）配水管施設  

配水管は総延長 242,765≒243,000m 布設されています。管種は硬質塩化ビニル管・ダクタ

イル鋳鉄管・鋼管（塗覆装鋼管・塩ビライニング鋼管）・ポリエチレン管を布設しています。 

口径別延長・管種別延長は下図に示す通りです。 

 

口径別延長 

管種別延長 

 

図 3.9 口径別延長・管種別延長 

 

  



 

24 

 

主要な水道施設の一覧 

主要水道施設 名称 位置 能力 備考 

水源 

地下水 

1 号取水井 
八千代町 

大字菅谷 725 

850m3/日 

（許可水量） 

施設能力 

1,275m3/日 

2 号取水井 
八千代町 

大字菅谷 351 

850m3/日 

（許可水量） 

施設能力 

1,275m3/日 

3 号取水井 
八千代町 

大字太田 897 

850m3/日 

（許可水量） 

施設能力 

1,275m3/日 

4 号取水井 
八千代町 

大字若 1753-1 

850m3/日 

（許可水量） 

施設能力 

1,275m3/日 

受水 八千代町浄水場 
八千代町 

大字菅谷 725 
1,700m3/日  

浄水施設 

浄水場 八千代町浄水場 

八千代町 

大字菅谷 725 

浄水処理能力 

5,100m3/日 
 

処理方式 

凝集沈澱 

急速ろ過 

（重力式） 

処理対象 鉄・マンガン 

水源名 
1 号～4 号 

取水井 

付帯施設 
機械室 

管理棟 

送配水施設 

配水場 八千代町浄水場 

八千代町 

大字菅谷 725 
  

配水池数 2 

有効容量 4,780m3 

配水方式 ポンプ圧送 

付帯施設 ポンプ室 

管路 

導水管（m） ≒5,300 取水井～浄水場   

送水管（m） 0    

配水管（m） ≒243,000 給水区域全域   

総延長（m） ≒248,300    
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3.6 耐震化の状況  

1）施設別耐震化一覧表  

施設名等 建設年度 耐震診断実施状況 耐震化の現況 備考 

2 号取水場 取水井・流量計室 1983 S58 ― ― ― ―  

〃 電気室 1983 S58 ―  ―   

3 号取水場 取水井・流量計室 1985 S60 ― ― ― ―  

〃 電気室 1985 S60 ―  ―   

4 号取水場 取水井・流量計室 1987 S62 ― ― ― ―  

〃 電気室 1987 S62      

1 号取水場・浄配水場 取水井・流量計室 1982 S57 ― ― ― ―  

〃 1・4 号取水流量計室 1982 S58 ― ― ― ―  

〃 2・3 号取水流量計室 1983 S58 ― ― ― ―  

〃 着水井・混和池・量水池 1982 S57 ◎ ― ― ―  

〃 1 系沈澱池 1982 S57 ◎ ― ― ―  

〃 1 系沈澱池上家 1983 S58 ―     

〃 2 系沈澱池 1985 S60 ― ― ― ―  

〃 2 系沈澱池上家 1985 S60 ― ― ― ―  

〃 急速ろ過機 No.1 1983 S58 ― ― ― ―  

〃 急速ろ過機 No.2 1983 S58 ― ― ― ―  

〃 急速ろ過機 No.3 1985 S60 ― ― ― ―  

〃 急速ろ過機 No.4 1985 S60 ― ― ― ―  

〃 排水・排泥池 1982 S57 ― ― ― ―  

〃 配水池 No.1 1982 S57 ◎ ― ○ ―  

〃 機械室 1983 S58 ◎  ―   

〃 管理棟 1984 S59 ◎  ―   

〃 配水池 No.2 2000 H12 ― ― ― ―  

〃 ポンプ室・電気室 2000 H12 ―  ―   

〃 配水流量計室 2000 H12 ― ― ― ―  

凡 例 

耐震診断済 ◎ 

耐震診断未 ― 

耐震補強（予定） ○ 
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2）管路  

管路延長は、導水管が総延長 5,313≒5,300m、配水管が総延長 242,765≒243,000m 布

設されており、管路の総延長は 248,300m 布設されています。 

管路の耐震化については、ほとんど手付かずの状態です。 

 

 （1）導水管 

導水管においての、管種は硬質塩化ビニル管（RR 継手）・ダクタイル鋳鉄管（T 形継手）・鋼

管（塗覆装鋼管・塩ビライニング鋼管のフランジ継手）を使用していることから現在の基準では

耐震管とは認められません。したがって、ほとんど手付かずの状態です。 

管種別延長は前項で示した内容と同じになりますが、下記に管種別延長を示します。 

 

 

 

管種別延長 

図 3.10 管種別延長 
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 （2）配水管 

配水管においての、管種は硬質塩化ビニル管（RR 継手）・ダクタイル鋳鉄管（A 形継手・T 形

継手）・鋼管（塗覆装鋼管・塩ビライニング鋼管のフランジ継手）・ポリエチレン管を使用して

います。現在の基準では耐震管と認められるのは、ポリエチレン管のみになりますが、耐震化と

みなすのは、ほんのわずかとなりますので、ほとんど手付かずの状態です。 

管種別延長は前項で示した内容と同じになりますが、下記に管種別延長を示します。 

 

管種別延長 

 

 

図 3.11 管種別延長 
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3.7 水道事業計画の達成状況  

八千代町水道事業の進捗状況は、給水人口が達成率 80.9%、1 日最大給水量が 76.4%となっ

ています。 

 

事業計画の進捗状況（令和元年度） 

 

項目  

水道事業名 

 

創設または変更事業名 

 

認可（計画期間）年月日 

計画給水人口 

（人） 

(計画/実績/達成率) 

計画 1 日最大給水量 備考 

八千代町水道事業 

創設事業 

昭和 56 年 3 月 31 日 

（届出年月日） 

 

工期 昭和 56 年 4 月 

～平成 2 年 3 月 

 

達成率＝実績値/計画値 

25,700 6,800 

 20,801 5,195 

80.9% 76.4% 
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第 4 章  水道事業の現状分析  

厚生労働省が策定した『新水道ビジョン』（平成 25 年 3 月）に示されている「安全（安全で

良質な水）」、「強靭（安定した水の供給）」、「持続（健全な事業経営）」の視点から、本町

の現状を分析・評価します。分析などにあたっては、（公社）日本水道協会が作成した『水道事

業ガイドライン』の業務指標（PI）を活用します。その項目等については、巻末 資料 水道事業

ガイドラインに示すとおりです。 

本町の現状分析については、公表資料等から同規模事業体の業務指標（（公財）水道技術研究セ

ンターにおいて公表されている平成 29 年度の業務指標から、給水人口 3 万人未満・主要な背景

情報が一致する事業体の値を抽出・整理し、その平均値と比較し、八千代町の位置を確認しま

す。また、現状分析の内容については、次葉以降となります。 
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（参考）水道事業ガイドラインの業務指標 

目標 分類 区分 

項目数 

新 旧 

【安全】 

安全で良質な水 

1）運営管理 

（1）水質管理 9 9 

（2）施設管理 5 5 

（3）事故災害対策 2 2 

2）施設整備 （1）施設更新 1 1 

【強靭】 

安定した水の供給 

1）運営管理 

（1）施設管理 17 15 

（2）事故災害対策 11 10 

（3）環境対策 6 6 

2）施設整備 

（1）施設管理 2 2 

（2）事故災害対策 5 5 

（3）環境対策 16 11 

【持続】 

健全な事業経営 

1）財務 （1）健全経営 27 27 

2）組織・人材 

（1）人材育成 7 7 

（2）業務委託 3 2 

3）お客さまとのコミュニケーション 

（1）情報提供 3 2 

（2）意見収集 6 6 

合 計  119 110 

注：旧業務指標は 137 項目ありますが、改正により 27 項目が削除されています。 
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4.1 安全（安全で良質な水）  

・八千代町の PI 一覧表・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の PI 診断表（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の乖離値レーダーチャート（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の PI 推移グラフ（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の現状分析診断結果（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。 

 

4.2 強靭（安定した水の供給）  

・水道事業ガイドライン業務指標一覧表 

・八千代町の PI 一覧表・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の PI 診断表（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の乖離値レーダーチャート（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の PI 推移グラフ（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の現状分析診断結果（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。 

 

4.3 持続（健全な事業経営）  

・水道事業ガイドライン業務指標一覧表 

・八千代町の PI 一覧表・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の PI 診断表（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の乖離値レーダーチャート（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の PI 推移グラフ（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。 

・八千代町の現状分析診断結果（比較対象 20 事業体）・・・別紙のとおりです。  
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4.4 業務指標に基づく課題の整理  

【安全】安全で良質な水 

八千代町の現状分析診断結果（比較対象 20 事業体）より、課題区分、配水・塩素処理に 

 よる水質課題・赤水、濁水より 

・消毒副生成物濃度水質基準比率 

・平均残留塩素濃度 

・管路の更新率 

 

について改善が必要であります。 

 

【強靭】安定した水の供給 

八千代町の現状分析診断結果（比較対象 20 事業体）より、課題区分、老朽化対策・災害 

  対策・管路・施設更新・災害対策・管路・施設耐震化より 

・管路の更新率 

・管路の耐震化率 

・浄水施設の耐震化率 

・配水池の耐震化率 

 

について改善が必要であります。 

 

【持続】健全な事業経営 

八千代町の現状分析診断結果（比較対象 20 事業体）より、課題区分、ヒト・モノ・技術 

力・投資より 

・水道業務平均経験年数 

・管路の更新率 

 

について改善が必要であります。 
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第５章  将来の事業環境  

５ .1 水需要の見通し  

 1）人口減少 

八千代町で推計している給水人口は、行政区域内人口をベースとして、これに普及率を考慮して

将来の給水人口を推計しました。 

給水人口は、少子化等の理由により、近年の減少傾向が今後も継続するものとして予測していま

す。 

 

 

 

図 5.1 給水人口の将来見通し 

 

 2）施設の効率性の低下 

給水人口の減少の他、節水型機器（洗濯機・水洗トイレ・食器洗い機など）の普及による家庭に

おける使用水量の減少は全国的な傾向となっていますが、八千代町の場合生活用水は全国平均を

まだ下回っておりその影響は受けていない状況ですが、やがてはその影響により減少するものと

予想しています。 

このため、現在の施設能力に余裕がある施設は、施設更新の際に規模の縮小を考慮することが必

要となります。管路についても同様のことが必要となります。 
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17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

人

(年度)
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図 5.2 給水量の将来見通し 

 

■給水量の予測方法・考え方 

項目 予測方法・考え方 

一日最大給水量 一日平均給水量÷負荷率 

（負荷率） 10 ヶ年の実績をもとに 84.0%を採用 

一日平均給水量 一日平均有収水量÷有収率 

（有収率） 10 ヶ年の実績をもとに 98.0%を採用 

一日平均有収水量 生活用水量＋業務営業用水量＋工場用水量＋その他 

生活用水量 給水人口×一人一日生活用使用水量 

（一人一日生活用使用水量） 時系列式を用いて予測 

業務営業用水量 時系列式を用いて予測 

工場用水量 時系列式を用いて予測 

  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

㎥
/日

一日平均給水量 一日最大給水量 既認可計画一日最大給水量
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５ .2 更新需要の見通し  

 1）水道施設の資産の内訳 

水道施設の総資産額は約 50.8 億円であり、その内訳を見ると、大きい順に管路が 68.0%

（34.5 億円）・電気設備が 14.7％（7.5 億円）・土木が 10.1％（5.1 億）・機械設備が 4.9％

（2.5 億円）・建築が 2.3％（1.2 億円）となっております。 

 

図 5.3 水道施設の資産内訳（デフレータを用いて現在価値に補正） 

 

 2）施設の老朽化 

建設当時の実績報告書・変更設計書に基づいて、水道施設の資産額を取得年度別に整理した結

果、【構造物等（建築・土木・電気・機械）】のうち、建築・土木については、法定耐用年数に

達していないため取得した資産が残存していました。電気・機械設備については、すでに法定耐

用年数を過ぎています。【管路（導水管・配水管）】については導水管・配水管の布設年度別延

長を集計したところ、昭和 56 年度に布設された管路については今年度令和 3 年度には法定耐用

年数の 40 年に達します。 

今後の更新時期、金額については、【構造物等（建築・土木・電気・機械）】の場合、図 5.4 年

度別更新額（法定耐用年数の場合）・5.5 年度別更新額（更新基準年数の場合）に示す通りで

す。【管路】については、図 5.6 年度別更新額（法定耐用年数の場合）・5.7 年度別更新額（更

新基準年数の場合）に示す通りです。 

 

※耐用年数については、法定耐用年数（地方公営企業法施行規則）と更新基準年数（水道技術研

究センター・設定事例）を採用しています。 

 

5.1 億円

1.2 億円

34.5 億円

2.5 億円

7.5 億円

総資産額

50.8億円 土木（10.1%）

建築（2.3%）

管路（68.0%）

機械（4.9%）

電気（14.7%）

注：土地、量水器、車両運搬具、器具備品、無形固定資産を除く
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建築□・土木□・電気□・機械□

施設の老朽化【構造物等（建築・土木・電気・機械）】

法定耐用年数

耐用年数

←計画期間→

←計画期間を含めた将来（50年）→

（R.3～12）

←創設事業→
（S.56～H.元）

←拡張・更新事業→

配水池等整備事業→
（H.12）

図　5.4　年度別更新金額（法定耐用年数の場合）

区分
50
60
20
15

建築
土木
電気
機械
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電気 30
機械 25

図　5.5　年度別更新金額（更新基準年数の場合）

区分 更新基準年数
建築 70
土木 78

耐用年数

施設の老朽化【構造物等（建築・土木・電気・機械）】

建築□・土木□・電気□・機械□

←創設事業→ ←拡張・更新事業→
（S.56～H.元）

配水池等整備事業→
（H.12）

←計画期間を含めた将来（50年）→

←計画期間→
（R.3～12）
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図　5.6　管種別管路延長（法定耐用年数の場合）

区分 法定耐用年数
配管 40

耐用年数

施設の老朽化【管路(導水管・配水管)】

建築□・土木□・電気□・機械□

←創設事業→
（S.56～H.元）

←拡張・更新事業→

配水池等整備事業→
（H.12）

←計画期間を含めた将来（50年）→

←計画期間→
（R.3～12）
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耐用年数

配水池等整備事業→
（H.12）

←計画期間を含めた将来（50年）→

←計画期間→
（R.3～12）

図　5.7　管種別管路延長（更新基準年数の場合）

区分 更新基準年数
配管 50

施設の老朽化【管路(導水管・配水管)】

建築□・土木□・電気□・機械□

←創設事業→
（S.56～H.元）

←拡張・更新事業→
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５ .3 財政収支の見通し  

水需要予測や更新事業の見通しに基づいて、現在の水道料金を据え置いた場合の将来の収益的収

支や資本的収支、資金残高などを概略的に試算しました。 

 

1）収益的収支 

現時点では、3.4 経営状況 1）収益的収支の結果でも収入が支出を上回る結果となっており、更

に今後の 10 年後においても 8.2 投資・財政計画【投資・財政計画（収支計画）】で示す通り収

入が支出を上回る結果と試算されました。 

 

2）資本的収支 

今後 10 年後の企業債残高の状況を見ると、創設事業等に借入した分の残高のみとなっており、

それ以降新たな起債の借り入れがないため、これまでの分についてはほぼ完済しつつあります。 

この計画では令和 9 年度からは管路の更新事業を予定しており、現時点では補助金等の内容が

明確でないことから、主な財源として起債を予定しており、借り入れをする際には、給水収益の

3 倍以内程度（全国平均レベル）を目安として借入するのが肝要です。 

 

3）資金の確保 

現時点では、3.4 経営状況 2）資本的収支の結果でも資金が十分確保されており、令和 9 年度か

らの管路の更新事業が控えていますが、【投資・財政計画（収支計画）】で示すように十分資金

の確保が可能な状況です。 
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５ .4 組織体制の維持  

1）概要 

上下水道課長のもと、業務行う職員として 3 人配置しています。 

 

水道課では、少人数のため水道事業で必要な業務（財政計画や資金計画の策定、予算編成とその

執行及び決算・事業計画の策定や認可、水道施設の維持管理や水道の水質管理）など必要に応じ

業務を行っています。その他業務については事務分掌に基づき業務を行っています。 

 

職員数は、現在上下水道課上水道係の職員 4 名で構成されています。 

 

2）組織図 

令和 2 年 4 月 1 日現在の八千代町水道事業の組織構成は下図に示す通りです。 

 

産業建設部長 

 

上下水道 

課長 

 

主査兼 

水道係長 

   

   
業務・施設 

   

   【2 人】 

  【1 人】  【1 人】    

 

3）年齢構成 

 

項目 
令和 2 年度 

人員 平均年齢 

課長 1 49 

係長 1 42 

業務係 1 21 

施設係 1 40 

計 4 38 
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4）水道事業の経験年数 

現在の組織においては、経験年数の構成を見ると、全て 10 年未満となっておリます。 

 

技術職は不在となっております。 

 

5）今後の課題 

このように、職員の数が少ないうえ、技術職もいなく、短い期間で異動する傾向が続いていま

す。そのため、業務経験の不足や業務・知識の引継ぎの面でも課題となっています。したがっ

て、今後施設の更新や管路の布設替えなどが本格化する場合を考慮して、計画的に職員の補充、

配置を行うなど、人材の確保・育成と技術の継承が重要となっています。 
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第６章  水道事業の理想像と目標 

6.1 理想像  

安全な水道水の供給、人口の減少などに伴う給水収益が望めないなか老朽化した施設や管路の更

新や耐震化、組織体制の維持、給水サービスの向上など、多岐にわたる課題に対して着実に対処

するため、50 年、100 年先を見据えた八千代町水道の理想像を次のように定めました。 

 

今後は、上水道職員でこの理想像を共有して、一丸となって水道事業の運営を推進してまいりま

す。 
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6.2 目標  

先に掲げた理想像を具現化するため、新水道ビジョンに示された「安全」、「強靭」、「持続」

の観点から、八千代町の実情を踏まえ、今後、各種施策を推進するにあたっての目標を次のよう

に設定しました。 

 

安全：安全な水を供給する水道 

強靭：災害・事故による断水のより少ない安心・信頼できる水道 

持続：水道事業の運営基盤の強化とお客さまとともに歩む水道 

 

安全：安全な水を供給する水道 

水質基準に適合した水を提供するのは当然として、給水区域全域に渡って、より安全でおいしい

水の供給に努めます。 

 

 

強靭：災害・事故による断水のより少ない安心・信頼できる水道 

災害・事故による水道施設の被害を未然に防ぐため、水道施設や管路の更新・耐震化を計画的に

推進します。一方で、水道施設や管路の更新・耐震化には膨大な時間と費用を要することから、

当面の対策として、災害・事故が発生した場合でも、断水による影響を最小限に食い止められる

よう、応急対策の充実を図ります。 

 

 

持続：水道事業の運営基盤の強化とお客さまとともに歩む水道 

将来にわたって、水道事業の健全経営を持続するため、人材の確保や育成により、技術力の維

持・強化を図るとともに、収入の確保と支出の抑制により、更新に必要な財源の確保に努めま

す。 

また、積極的に情報発信とお客さまニーズの把握に努め、お客さまの理解と協力のもとで、水道

事業の経営を続けていきます。 
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第 7 章  目標の実現に向けた施策  

7.1 安全：安全な水を供給する水道  

安全 安全な水を供給する水道 

1）原水水質に適した浄水処理の実施 ■浄水場における浄水処理方法の検討 

2）水質管理の強化 

■適切な水質検査の実施 

■水道水の安全性やおいしさの PR 

■水安全計画の策定 

■水質管理体制の充実 

3）貯水槽（受水槽）水道の設置者に対する適切な指導 

■貯水槽（受水槽）水道の設置者に対する適切な指導の

実施 

■直結給水区域の拡大や給水階高制限の見直しの検討 

  

 

 1）原水水質に適した浄水処理の実施 

現状・課題 

・八千代町浄水場は、深井戸 4 本を水源としています。 

・八千代浄水場での原水の特徴として、鉄・マンガン・アンモニア態窒素・色度（フミン酸系）・PH が高いのが

特徴であります。これらは水質基準値を超えたり、水質基準値ぎりぎりの状況であります。 

そのため、これらを除去するため当浄水場では、前塩素処理＋薬品（PAC）注入を行い、凝集沈殿＋急速ろ過を行

っています。 

・このようななか、近年では、水質管理目標設定項目におけるアルミニウム及びその他の化合物が目標値ぎりぎり

になってきています。 

 

具体的施策 

浄水場における原水水質の特徴を十分把握した上で、浄水処理方法の見直しを行い、町内全域においしい水が行

き渡るように努めますが、現在県水（県南西広域水道）の受水量見直し計画が行われていることから、それらの状

況をにらんで浄水処理方法の見直しを行います。 

 

 2）水質管理の強化 

現状・課題 

・給水区域の規模や水源の状況を考慮して、検査項目や検査頻度、採水地点などを定めた水質検査計画を策定して

おり、これに基づいて計画的に水質検査を実施しています。 

・水質検査結果と水質基準項目の説明をホームページに公表しています。 

・水質に関する問い合わせに対して、迅速かつ適切な対応が必要と考えています。 
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具体的施策 

これまでと同様に水質検査計画に基づき水質検査を実施し、より安全で、快適な水道水の供給に努めます。水質

検査計画については、水質基準の改正や毎年の水質試験結果などの状況に応じて、検査項目や検査頻度ならびに採

水地点の追加や見直しを行います。 

また、ホームページや広報誌を通じて、水道水質に関する情報を発信する他、イベント等を活用して、水道水の

安全性やおいしさについて積極的に PR します。 

さらに、水道水の安全性を一層高め、町民の皆さまが安心しておいしく飲める水道水を安定的に供給するために

は、水源から給水栓までのあらゆる過程における総合的な水質管理が重要です。そのため、これまで水質管理の取

り組みに加え、水源から給水栓までに発生しうる危害（水の安全性を脅かす要因）を想定・分析し、管理対応する

「水安全計画」を策定し、水質管理のレベルアップを図ります。 

この他、水質に関する問い合わせなどに対して、職員全員で対応できるようにしておくほか、適切な水質検査機

関へ委託するなど水質管理体制の充実に努めます。 

 

■適切な水質検査の実施 

■水道水の安全性やおいしさの PR 

■水安全計画の策定 

■水質管理体制の充実 

 

 3）貯水槽（受水槽）水道の設置者に対する適切な指導 

現状・課題 

・平成 13 年の水道法改正で「貯水槽水道」が定義され、供給側の水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任の所

在を供給規定で明らかにすることになっています。 

・貯水槽の清掃や点検が適切に行われていないと衛生面における問題が懸念されるため、水道事業者は貯水槽水道

の設置者に対して、指導、助言を行っていくことが必要です。 

・一方、貯水槽の衛生管理上の問題解消の他、省エネルギーの推進、空間の有効利用の観点から、貯水槽を経由せ

ず配水管の有する水圧により直接給水する直結給水方式の採用が望まれます。 

 

具体的施策 

貯水槽水道の設置者に対して、清掃や点検などの適切な管理について指導を徹底します。これらの指導件数や指

導内容については継続的に記録し、貯水槽水道における衛生面の確保に努めます。 

また、給水区域内における給水圧を確認した上で、直結給水区域の拡大や給水階高制限の見直しを検討します。 

 

■貯水槽水道の設置者に対する適切な指導の実施 

■直結給水区域の拡大や給水階高制限の見直しの検討 
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7.2 強靭：災害・事故による断水のより少ない安心・信頼できる水道  

強靭 災害・事故による断水のより少ない安心・信頼できる水道 

1）効率的な施設の再構築 ■水道施設・管路の更新 

2）水道施設の維持管理 ■適切な点検・診断による施設の機能維持 

■設備・点検・診断情報及び事故履歴の電子化と活用 

3）基幹施設の耐震性の確保 ■浄水場の更新にあわせた耐震化 

■配水池の耐震補強 

4）管路の更新・耐震化 ■管路の更新・耐震化 

■漏水事故情報の蓄積・分析 

■水道管路整備計画の策定 

5）災害時の応急活動体制の構築 ■応急資材の備蓄と適切な管理 

■資機材の調達ルートの確保 

■危機管理マニュアルの充実 

■防災訓練や防災研修の実施 

■耐震化事業の必要性・応急給水活動に関する広報 

6）バックアップ対策 ■近隣事業体との緊急時融通管の拡充 

7）漏水時も安定供給が可能な水源の確保 ■自己水（深井戸）継続利用 

8）省エネルギー対策の推進 ■省エネルギー型設備の導入 

■再生可能エネルギーの導入の検討 

■建設副産物の発生の抑制と再資源化施設への搬出 

 

 1）効率的な施設の再構築 

現状・課題 

・平成 30 年度の一日最大給水量は 5,330m3/日となっており、計画一日最大給水量（5,800m3/日）の約 9 割

となっています。 

・配水池容量については、前項でも触れたように現時点で十分な容量を確保しているといえます。 

・施設全体の耐震化・更新計画が必要です。 

 

具体的施策 

水道施設や管路の更新を推進します。 

このとき、施設能力に余裕があることから、効率性と供給安定性のバランスを考慮しつつ、施設の更新に合わせ

てその適正化を図ります。 

■施設全体の耐震化・更新計画に基づく水道施設・管路の更新 

 

 

 2）水道施設の維持管理 

現状・課題 

・施設については、施設台帳を構築・運用しています。また、管路については、管路情報システムを構築・運用し

ていますが、浄水場の構造物等・管路における竣工図などが欠落しているものもあります。 

・厳しい財政状況にある中、多くの水道施設や管路の更新時期が近づいています。 
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具体的施策 

水道施設や管路が正常に機能し続けるよう、アセットマネジメントの考え方に基づき、適切な維持管理によって

長寿命化を図るほか、計画的な更新に努めます。 

具体的には、適切な点検や診断によって、その機能維持を図るほか、設備に関する情報や点検・診断時に収集し

た情報、事故履歴などを電子化、蓄積して、経年分析や原因分析を行い、今後の施設更新計画に活用します。 

 

■適切な点検・診断による施設の機能維持 

■設備・点検・診断情報及び事故履歴の電子化と活用 

 

 3）基幹管路の耐震性の確保 

現状・課題 

・各取水井については、すべての構造物について耐震診断（躯体・場内配管）をしていないこともあり、耐震性が

不明となっています。 

・浄水場については、主要な構造物のうち一部の構造物については耐震診断（躯体）を実施しましたが、すべての

構造物等については耐震診断をしていないこともあり、耐震性が不明となっています。 

・配水池については、昭和５7 年度に築造された RC 製の配水池№1 については、令和元年度に実施した耐震診断

（躯体）により、耐震性の確認を行い躯体の補強が必要となっています. 

 

具体的施策 

取水・浄水場については、それぞれの浄水場の更新に合わせて、耐震化を図ります。 

配水池については、耐震診断結果に基づいて耐震補強を実施します。 

 

■取水・浄水場の耐震診断と耐震化 

■配水池の耐震補強 

 

 4）管路の更新・耐震化 

現状・課題 

・管路の耐震化率は、導水管・配水管ともほぼ耐震化されていません。 

・施設全体の耐震化・更新計画を策定していません。 

・近年発生した漏水事故について、その場所と管種、口径、布設年度などの管路情報を記録しなければなりませ

ん。 

 

具体的施策 

全ての管路を更新・耐震化するには、多大な時間と費用を必要とします。そこで施設全体の耐震化・更新計画を

策定し、計画的に管路の更新・耐震化に努めます。 

給水管についても、高密度ポリエチレン管など耐震性に優れた材質があることを給水装置工事業者及び需要者に

情報提供します。 

 

■水道管路整備計画に基づいた管路の更新・耐震化 

■漏水事故情報の蓄積・分析 

■給水管材質に関する情報提供 
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 5）災害時の応急活動体制の構築 

現状・課題 

・車両に搭載できる 0.5m3 の給水タンク 3 基、トラック、ポリ容器 100 個、災害用給水袋 1,000 枚、災害時給

水装置（給水スタンド・エンジンポンプ等）2 基、保存水 2ℓ1,000 本を備蓄しています。（令和 2 年度現在） 

・地震等の災害や施設事故、水質汚染、テロ、渇水、新型インフルエンザなどの危機事象に対応するため、その未

然対策や危機発生時の初動体制、他からの応援体制などを記した「危機管理マニュアル」を整備しています。 

 

具体的施策 

応急給水・復旧資機材について、必要とする品目とその数量を精査し、その備蓄と適切な管理に努めます。ま

た、近隣の水道事業者や業者との連携による資機材の調達ルートの確保について検討します。 

この他、本町で想定される災害・事故を再検討し、危機管理マニュアルの充実を図るとともに、マニュアルに基

づいた防災訓練や防災研修を定期的に実施し、これを通して、職員の防災意識を高めるとともに、より実践的なマ

ニュアルに改善します。 

また、震災によるリソース（資源：人、もの、資金、情報）の制限を想定し、地震発生時における水道機能の回

復と災害対応を速やかに実施します。 

さらに、耐震化事業の必要性や応急給水地点・給水方法など応急給水活動に関する広報を行い、災害対策に関す

る町民の皆様の理解度の向上に努めます。 

 

■応急資機材の備蓄と適切な管理 

■資機材の調達ルートの確保 

■危機管理マニュアルの充実 

■防災訓練や防災研修の実施 

■耐震化事業の必要性・応急給水活動に関する広報 

 

 6）バックアップ対策 

現状・課題 

・八千代町の施設は 1 箇所で給水していますので、町内でのバックアップは不可能となっています。 

・近隣の市町村（結城市・古河市・坂東市・常総市・下妻市）と応急時融通管を整備しなければなりません。 

 

具体的施策 

近隣事業体との緊急時融通管の構築を図ります。 

 

■近隣事業体との緊急時融通管の構築 

 

 7）渇水時も安定供給が可能な水源の確保 

現状・課題 

・深井戸（４本）を水源と県水（県南西広域水道）の浄水を受水しています。 

・そのため、渇水時（県南西広域水道からの減断水を想定）にも安定した供給が可能となっています。 
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具体的施策 

これまでと同様に、自己水（深井戸）と県水（浄水受水）の 2 つの水源を有効に利用し、災害や事故、渇水等に

おいても給水を継続します。 

 

■自己水（深井戸）の継続利用 

 

 8）省エネルギー対策の推進 

現状・課題 

・八千代町では、深井戸から地下水を汲み上げたり、配水するためにポンプを利用していることもあり、消費電力

量が大きくなっています。 

 

具体的施策 

設備の更新にあわせて省エネルギー型設備を導入し、消費電力量の削減に努めます。 

今後、老朽化した施設や管路の更新に伴い、建設発生土やアスファルト・コンクリート塊など多くの建設副産物

の発生が予想されますが、できる限りその発生の抑制に努め、再資源化施設への搬出を行います。 

 

■省エネルギー型設備の導入 

■建設副産物の発生の抑制と再資源化施設への搬出 
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7.3 持続：水道事業の運営基盤の強化とお客さまと共に歩む水道  

持続 水道事業の運営基盤の強化とお客様とともに歩む水道 

1）適正な料金収入の確保 

■水道料金の見直し 

■需要者への使用促進 

■滞納者対策の継続 

■料金収入以外での財源確保 

2）技術力・組織力の強化 

■専門性を考慮した職員の確保 

■経験・技術を継承するしくみの構築 

■資格取得の奨励 

■外部・内部検収の充実 

■情報共有による業務の効率化 

3）民間委託の拡大 
■委託業務の検証・見直し 

■技術支援等新たな分野での業務委託の導入 

4）広域化の推進 
■「県域水道ビジョン」に基づいた広域化の推進 

■近隣水道事業体との連携策の検討 

5）水道サービスの充実 

■お客さまのニーズの把握 

■広報活動の充実 

■浄水場見学会の実施 

■水道サービスに関する新しい知見及び情報の収集・整

理 

 

 1）適正な料金収入の確保 

現状・課題 

・水道事業は、独立採算の公営企業として、町民の皆さまからの水道料金で運営されています。 

・現行の料金水準を据え置いた上で、施設や管路の更新・耐震化を実施する場合、水需要の減少に伴う給水収益の

減収の際には収益的収支が赤字になるものと予測されます。 

 

具体的施策 

水需要の見通しや施設整備計画に基づいた中長期的な財政収支計画と整合を図りながら、適正な水道料金につい

て検討します。 

また、需要者への使用促進や滞納者対策の継続により、適正な収入の確保に努めます。 

■水道料金の見直し 

■需要者への使用促進 

■滞納者対策の継続 
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 2）技術力・組織力の強化 

現状・課題 

・令和 2 年度の職員数は 4 名となっています。 

・令和 2 年度における職員の年齢構成を見ると、40 歳以下となっておりますが、技術職は特に配置していません

のですべての面で苦慮しています。 

・水道施設を適正に運転、維持管理するには、土木、機械、電気、水質など多様な分野の知識や技術を必要としま

す。 

・また、会計制度や水道料金に詳しい職員も不足しています。 

 

具体的施策 

それぞれの専門に精通した職員を確保するとともに、業務マニュアルの作成などベテラン職員の保有する経験や

技術を継承していくしくみを構築します。 

この他、資格取得の奨励や外部・内部研修の充実を図るなど、技術力の維持・向上に努めます。 

また、情報を組織全体で共有し、業務の効率化を図ります。 

 

■専門性を考慮した職員の確保 

■経験・技術を継承するしくみの構築 

■資格取得の奨励 

■外部・内部研修の充実 

■情報共有による業務の効率化 

 

 3）民間委託の拡大 

現状・課題 

・浄水場などの施設運転・維持管理、水道開閉栓・量水器取替、窓口受付、滞納整理など、多くの業務について民

間委託を行っています。 

・職員の定期異動などにより業務の継承が課題となっています。 

 

具体的施策 

現在の民間委託業務を検証し、さらなる委託業務の拡大や包括委託について検討します。 

また、技術支援等新たな分野での業務委託について調査し、その導入を検討します。 

 

■委託業務の検証・見直し 

■技術支援等新たな分野での業務委託の導入 

 

 4）広域化の推進 

現状・課題 

・広域水道に向けて茨城県（茨城県県民生活環境部水政課）主導による広域化が推進されています。 
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具体的施策 

「県域水道ビジョン」に基づいた広域化を推進するとともに、将来的に不足することが懸念される人材や技術力

を補完するため、近隣水道事業体との連携を検討します。 

 

■「県域水道ビジョン」に基づいた広域化の推進 

■近隣水道事業体との連携策の検討 

 

 

 5）水道サービスの充実 

現状・課題 

・八千代町産業建設部上下水課では、八千代町ホームページで水道を快適に使用していただくための情報やお知ら

せなどを公開しています。 

・一方的な情報提供だけではなく、お客様のニーズを把握するための取組が必要と考えています。 

・将来を担う子どもたちを対象に、水道について感心や理解を深めてもらうよう、浄水場見学会を実施していま

す。 

 

具体的施策 

水道モニター制度の導入やアンケート調査の実施など、お客さまのニーズを把握するための取組を検討します。 

水道事業に対する町民の皆さまのご理解とご協力を得るため、広報誌やホームページを通じて、水道に関する情

報を積極的に発信するとともに、子どもたちを対象にした浄水場見学会を継続し、これらの内容の充実に努めま

す。 

さらに、水道サービスに関する新しい知見及び情報の収集、整理に努めます。 

 

■お客さまのニーズの把握 

■広報活動の充実 

■浄水場見学会の実施 

■水道サービスに関する新しい知見及び情報の収集・整理 
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7.４  施設整備計画の概要  

1）施設全体について  

≪対象施設：取水施設・導水施設・浄水施設・配水施設・配水管≫ 

施設全体の整備状況は、施設の大半は、創設時の昭和 56（1981）年度～平成元（1989）年度に整備さ

れ現在稼働中でありますが、整備されてから約 40 年が経過し、今後施設全体の大量更新期になりますの

で、計画的な更新をしなければなりません。 

今後の更新事業は、町の上位計画「八千代町総合計画」等と整合性を図り、水道施設全体の更新を行う予定

であります。 

 

2）各施設について  

●取水施設について 

≪対象施設：取水井（深井戸）・・・4 本等≫ 

現在八千代町水道の水源は、県水と自己水（地下水）で賄っています。今後の対応として、県水について

は、これまで通り安定した水源確保が必要です。一方、自己水については、 

【構築物】である深井戸については、能力低下時の対応としてこれまで同様浚渫工事等、掘り替え工事が必

要になります。 

【機械及び装置】については、法定耐用年数が超えていますが、これまでどおり必要に応じた機器の交換等

を行い、長寿命化を図っていきます。 

近年は風水害により停電が頻繁に起こりますので、その対応策として「自家用発電機装置」の検討が必要に

なります。 

 

●浄水施設について 

≪対象施設：着水井・沈澱池・急速ろ過機・排水池・薬品注入設備（塩素・PAC）≫ 

【構築物】は建設当時の耐震基準はその後改定され、現在の耐震基準をもとに「着水井・沈澱池」について

耐震詳細診断を行ったところ耐震補強工事が必要になりました。残りの施設についても今後耐震診断を行う

必要があります。 

【機械及び装置】については、法定耐用年数が超えていますが、これまでどおり必要に応じた機器の交換等

を行い、長寿命化を図っていきます。 

一方、水質において国の定めている水質基準をクリアーしつつも、消毒副生成物濃度が高い傾向にありま

す。それに加え水質管理目標項目内でアルミニウム及びその化合物の水質基準がぎりぎりのところまで来
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ていますので、現在県水（県南西広域水道）の受水量見直し計画が行われていることから、それらの状況を

にらんで浄水処理方法を検討します。 

 

●配水施設について 

≪対象施設：配水池・配水ポンプ≫ 

【構築物】は建設当時の耐震基準は、現在では基準が改定されその基準をもとに「配水池 No.1」について

耐震詳細診断を行った結果、耐震補強工事が必要になりました。一方、「配水池 No.2」については、耐震詳

細診断を行っていません。 

【機械及び装置】については、法定耐用年数が超えていますが、これまでどおり必要に応じた機器の交換等

を行い、長寿命化を図っていきます。 

 

●管路について 

≪対象施設：導水管・配水管≫ 

管路の延長については、創設時の昭和 56（1981）年度に布設したものは、令和 3（2021）年度には法

定耐用年数の 40 年に達し、更新時期となりますが、この計画で更新基準年数（水道技術研究センター・設

定事例）を参考に管種別耐用年数の見直しを行い、令和 9（2027）年度より更新事業を行います。 

更新（耐震化）計画は、総延長（248,300ｍ）、耐震化が必要な延長（246,900m）のうち「重要給水

施設管路」（53,500m）を約 10 年かけて更新を行い、残りの延長（194,800m）を管路更新事業として

約 15 年かけて更新を行います。 
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第 8 章  水道ビジョンの推進  

8.1 実施スケジュール   
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8.2 投資・財政計画  

計画期間（令和 3 年度から令和 12 年度）における投資・財政計画を作成しました。 

なお、令和元年度は決算値、令和 2 年度以降は計画値です。 

 

 1）主な算定条件 

（1）収益的収支 

項目 算定条件 

収入 給水収益 

（料金収入） 

・水需要予測に基づく年間有収水量に供給単価を乗じて算定 

・供給単価は近年の実績を考慮して算定 

受託工事収益 

その他営業収益 

その他営業外収益 

・特に計上しません。 

・近年の実績を考慮して算定 

・特に計上しません。 

補助金 ・見込まないこととした。 

長期前受金戻入 ・既存施設については、町保有資料に基づいて設定 

・新規施設については、資本的収入の「国庫（県）補助金」と「工

事負担金」の合計値を償却率 2.5%（平均耐用年数 40 年と設

定）で計算 

支出 人件費 ・近年の実績を考慮して算定 

動力費 ・近年の実績から年間給水量に動力費単価を乗じて算定 

修繕費 ・近年の実績を考慮して算定 

薬品費 ・近年の実績を考慮して算定 

支払利息 

 

 

・旧債分の利息は、町資料（企業債償還計画）に基づいて設定 

・新債分の利息は、30 年償還うち 5 年据え置きの借り入れ条件

で、利率を 2.5%と設定し償還計算 

減価償却費 ・既存施設については、町保有資料（減価償却費一覧）に基づいて

設定 

・新規施設については、資本的支出の「建設改良費」を償却率

2.5%（平均耐用年数 40 年と設定）で計算 

受水費 ・近年の実績を考慮して算定 

その他 ・近年の実績を考慮して算定 

 資産減耗費 ・近年の実績を考慮して算定 

 受託工事費 ・計上しません。 
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（2）資本的収支 

項目 算定条件 

収入 企業債 ・事業費に起債比率 95％を乗じて算定 

他会計出資金等 

国庫（県）補助金 

・将来的な見通しとしては不確実性があるため、独立採算を原則と

して、今回の計画では見込んでいない。 

工事負担金 ・近年の実績を考慮して算定 

その他 ・近年の実績を考慮して算定 

支出 建設改良費 ・施設整備計画（年次計画）より設定 

企業債償還金 ・旧債分の償還金は、町資料（企業債償還計画）に基づいて設定 

・新債分の償還金は、30 年償還のうち 5 年据え置きの借り入れ条

件で、利率を 2.5%と設定し償還計算 

その他 ・見込まないこととした。 

 

 2）収支ギャップの解消に係る取組 

投資・財政計画では、収支ギャップの解消に係る取組みとして下記を考慮しています。 

 

・施設や管路の整備、更新に充当する起債の発行を極力抑制し、自己資金を活用します。 

・今後も収支ギャップをより少なくするために、下記の検討に取り組んでいくこととしていま

す。 

・適切な維持管理による施設の長寿命化 

・民間委託の拡大 

・広域的な連携の推進 

・需要者の水道利用の促進 

・滞納者対策の継続 

・適正な水道料金の検討 
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8.3 フォローアップ  

八千代町水道事業は、概ね 10 年後の令和 12 年度を見通したうえで、水道事業の方向性と目

標、具体的な整備計画を示したものです。 

計画の基礎となる水需要については、現時点で想定される要因を考慮して予測したものですが、

今後の社会情勢によって大きく変化する可能性もあります。 

更に茨城県（県南西広域水道事業）による次期事業の進捗状況、水源水質の悪化やさらなる経営

効率化の要求など、事業の進捗状況に影響を及ぼすような要因も多々あることから、5 カ年毎に

中期的な視点で見直しを行います。 

計画見直しの際は、事業の進捗管理（Do）、目標達成状況の確認（Check）、改善の検討

（Action）を行う PDCA サイクルにより進めて参ります。 
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資料  

資料-1 水道事業ガイドライン業務指標一覧表  

別紙参照 
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資料-2 用語解説  

あ行 

アウトソーシング 業務を外部に委託することをいいます。 

アセットマネジメント 一般的には、「国民の共有財産である社会資本を、国民の利益向上のため

に、長期的視点に立って、効率的かつ効果的に管理運営する体系化された実践

活動である」とされています。 

水道におけるアセットマネジメント（資産管理）とは、「持続可能な水道事

業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体

にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活

動」と定義されています。 

つまり、計画的な更新投資・資金確保により、将来にわたって施設・財政両

面で健全性が維持され、持続可能な水道事業運営を達成するためのものです。 

一日最大配水量 年間の一日配水量のうち最大のものをいいます。 

イニシャルコスト 新しく事業を始めたり、新しく機械や設備などを導入したり、新しく建築物

を建築したりするときなどに必要となる費用のことをいいます。初期費用とも

いい、新しく導入する機械・設備の商品価格のほか、設計費用、技術開発費

用、運搬費用、工事代金、設置費用などがこれに含まれます。 

応急給水 地震や渇水などの非常時に家庭で水道水が出なくなった場合に、給水車によ

って水を運搬したり、浄水場、配水池、公園などで臨時に水道水が使えるよう

にすることです。 

か行 

拡張事業 水源の変更や給水量の増加、区域の拡張等厚生労働省の認可変更用件に該当

する事業のことです。 

簡易耐震診断 水道施設の耐震性について、チェックシート等を用いて簡易に診断する方法

です。 

管種 DIP：ダクタイル鋳鉄で鋳造された『水道用ダクタイル鋳鉄管』の呼称 

DIP（A）：上記 DIP の A 形継手形式で接合される管種の呼称 

DIP（T）：上記 DIP の T 形継手形式で接合される管種の呼称 

DIP（K）：上記 DIP の K 形継手形式で接合される管種の呼称 

SUS：ステンレス鋼（SUS）で成形された『水道用ステンレス鋼管』の呼

称 

SP：スチールパイプ（SP）の略称で『水道用鋼管』の呼称 

NCP：配管用炭素鋼鋼管 or 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管をナイロン紛体樹

脂でコーティングした『ナイロンコーティング鋼管』の呼称 

VP：ポリ塩化ビニルを主原料として成形された『水道用硬質塩化ビニル

管』の呼称 

VP（TS）：上記 VP の TS 接合で接続される管種の呼称 

 ※TS 接合とは、接合面に接着剤を塗布して接合する方法 

VP（RR）：上記 VP の RR 接合で接続される管種の呼称 

※RR 接合とは、管端片側に予め成形された受け口部にゴム輪を装着して

接合する方法 

PE：高密度ポリエチレンで成形された『水道配水用ポリエチレン管』の呼

称 水道協会規格品。 

WE：上記 PE と同様に高密度ポリエチレンで形成されている『高密度ポリ

エチレン管』の呼称 水道協会規格にはなっておらず、ISO 規格に準拠 

管路経年化率 管路総延長に対し、法定耐用年数を超えた管路の延長の割合をいいます。 

管路の更新率 年間に更新された導・送・配水管の割合を表しており、管路の信頼性確保に

対する執行度合いを示すものです。 
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基幹管路 水道管路網のうち、特に重要な部分をいいます。具体的には、水源から浄水

場までをつなぐ「導水管」、浄水場と配水池をつなぐ「送水管」、配水池から

各家庭などに分岐する「配水本管」の 3 つから構成される管路をいいます。 

基幹施設 地震などの災害において、施設が破損すると、町民生活に重大な影響をもた

らす可能性がある施設のことをいいます。具体的には、浄水場や配水池などが

該当します。 

企業債 地方公営企業が行う建設改良事業などに要する資金に充てるために起こす地

方債（国などから長期で借り入れる借金）のことです。 

企業債残高対給水収益比率 給水収益に対する企業債残高の割合を示しており、企業債残高の規模と経営

への影響を分析する指標です。 

給水管 配水管から分岐して、個々の使用者の使用場所（私有地）に引き込むための

水道管で、個人が布設し、維持・管理する給水装置の一部です。 

給水区域 水道事業者が厚生労働大臣の認可を受け、一般の需要に応じて給水サービス

を行うとした区域のことをいいます。 

給水原価 有収水量（漏水などを除く水道料金収入となった水量）1m3 当たりについ

て、どれだけ費用が掛かったかを表しています。供給原価ともいい、計算は次

式で表します。 

{経常費用-(受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯工事費)}/年間総有収

水量(円/m3) 

給水収益 水道事業会計における営業収益の一つで、水道事業収益のうち、最も重要な

位置を占める収益です。通常、水道料金として収入となる収益がこれに当たり

ます。 

給水人口 給水区域（給水できる範囲）内に住んでおり、給水を受けている人口です。

給水の範囲外からの通勤者や観光客は給水人口に含まれていません。 

給水栓 給水装置の末端部に取り付けられる開閉吐水器具で、一般に蛇口、水栓、カ

ランなどとも呼ばれています。 

給水装置 配水管などから分岐して設けられた給水管、止水栓、量水器（水道メータ

ー）及び給水栓（蛇口）などです。 

給水量 水道の利用者に給水する水量のことです。 

急速ろ過池 沈澱池で沈まない小さな濁質を砂でろ過して除去するものです。 

供給単価 有収水量（漏水など除いた、水道料金となった水量）1m3 当たりについ

て、どれだけの収益を得ているかを表します。給水単価ともいい、計算は次式

で算出します。 

給水収益/年間総有収水量（円/m3） 

凝集沈澱池 急速ろ過方式における沈澱処理において、凝集作用で成長したフロック

（塊）を沈澱分離し、後続の急速ろ過池にかかる負担を軽減する目的で設置さ

れるものです。 

業務指標 （社）日本水道協会が平成 17 年 1 月に制定した「水道事業ガイドライ

ン」に基づく指標で、137 項目の指標が示されています。 

なお、平成 28 年 3 月に『水道事業ガイドライン』の改定が行われ、業務

指標の追加・削除ならびに算定方法の見直しが行われました。 

経営戦略 各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的

な経営の基本計画のことです。その中心となる「投資・財政計画」は、施設・

設備に関する投資の見通しを試算した計画（投資試算）と、財源の見直しを試

算した計画（財源試算）を構成要素とし、投資以外の経費も含めたうえで、収

入と支出が均衡するよう調整した中長期の収支計画となっています。 

経常収支比率 経常収支比率は、収益性を見る際の一つの指標のことです。営業費用が営業

収益によってどの程度賄われているかを示すもので、この比率が高い程営業利

益率が高いことを表し、これが 100％未満であることは営業損出が生じてい

ることを意味します。 
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経常損益 収益的収支中、料金収入などの本来の営業活動から生じる営業収益と、他会

計からの繰入金や預金利息などの本来の営業活動以外の活動によって得られる

営業外収益の合計を経常収益といいます。また、同様の考え方で、職員給与費

や材料費などの本来の営業活動以外の活動によって発生する営業外費用の合計

を経常費用といいます。 

経常収益から経常費用を差し引いたものを経常損益（経常収支）といい、0

以上の場合は経常利益（黒字）で、負数の場合は経常損失（赤字）となりま

す。 

減価償却費 固定資産（建物・水道管など）の原価（価値の減少）を費用として、その利

用各年度に合理的活計画的に負担させる会計上の処理または手続を減価償却と

いい、この処理または手続によって特定の年度の費用とされた固定資産の減価

額を減価償却費といいます。 

原水 浄水処理する前の水のことをいいます。水道原水には大別して地表水と地下

水があり、地表水には河川水、湖沼水、貯水池水が、地下には伏流水、井戸水

などがあります。 

建設副産物 建設工事に伴い発生する土やアスファルト、コンクリート塊等のことです。 

硬質塩化ビニル管 塩化ビニル樹脂を主原料としている管であり、耐食性・耐電食性に優れ、軽

量で接合作業が容易ですが、熱に弱く、凍結すると破損しやすい面もありま

す。 

更新需要 水道施設や管路の更新に必要な投資額を概算したものであり、構造物や設備

については固定資産台帳の帳簿原価を現在価格に補正したものを、管路につい

ては布設延長に布設単価を乗じたものを更新需要としています。 

さ行 

財源試算 「経営戦略」の中心となる「投資・財政計画」の構成要素のうち、財源の見

通しを試算した計画のことをいいます。 

再生可能エネルギー 自然界の営みによって再生されるエネルギー源のことで、具体的には太陽

光、水力、風力、波力等の自然エネルギーやバイオマス等があります。 

残留塩素 水道水の安全のために注入した塩素が、消毒効果をもったまま水道水に残留

したもので、一般的には遊離残留塩素を総称します。水道法で定められた水質

基準では、管末給水栓で、遊離残留塩素 0.1mg/l 以上（結合残留塩素の場合

は 0.4mg/l 以上）の濃度を保持することが定められています。 

次亜塩素 

（次亜塩素酸ナトリウム） 

酸化と消毒の二つの使用目的があります。塩素の酸化力を利用して、マンガ

ンや鉄の酸化、アンモニア性窒素の分解などが行います。一方、消毒剤として

は、塩素の強い殺菌作用を利用して微生物や病原菌などを殺菌し、水の安全性

を確保します。 

事業認可 水道事業を経営しようとする際に、厚生労働大臣または都道府県知事から受

ける認可（水道法 6 条 1 項、26 条、46 条）をいいます。 

資金不足比率 公営企業の各年度の経営状況を示す指標で、「公営企業の資金の不足額」が

「企業の事業の規模（料金収入の規模）」に占める比率をあらわします。資金

の不足額が無い場合は、比率は無しという意味で「－」と表示されます。計算

は次式で算出します。 

資金の不足額/事業の規模（％） 

施設利用率 一日当たりの給水能力に対する一日平均給水量の割合を示したものです。水

道施設の経済性を総括的に判断する指標であり、数値が大きいほど効率的であ

るとされています。また、「施設利用率＝施設最大稼働率×負荷率」の関係式

が成り立ちます。この指標の低い原因が、負荷率ではなく最大稼働率が低いこ

とによる場合は、一部の施設が遊休状態にあり、投資が過大であることを示し

ています。 

支払利息 営業外費用の一つで、企業債、他会計からの借入金、一時借入金等について

支払う利息のことをいいます。 
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資本的収支 企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良にかかる企業債償

還金などの支出とその財源となる収入をいいます。 

収益的収支 一事業年度の企業活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費

用をいいます。 

収納率 料金メーターで検針した水道料金の調定額に対し、実際に収入された金額の

割合のことをいいます。 

重要給水施設管路 災害拠点病院、避難所、防災拠点などの重要給水施設に供給する管路（重要

給水施設に供給する導水管・送水管・配水本管・配水支管）です。 

従量料金 水道料金のうち、水の使用料に応じて負担する料金のことをいいます。 

受水 水道事業者が、水道水供給事業から浄化した水（水道用水）の供給を受ける

ことをいます。また、水道事業者から供給される水を利用者が水槽に受けるこ

とも「受水」といいます。 

受水費 営業費用の一部で、他の地方公共団体等から供給を受ける原水、水道用水な

どの受水に要する費用です。 

詳細耐震診断 水道施設の耐震性について、構造計算等を行って詳細に診断する方法をいい

ます。耐震性の有無・耐力等はこの詳細耐震診断により最終的に判定する必要

があります。 

浄水場 浄水処理に必要な設備がある施設のことです。原水の水質により浄水方法は

異なります。 

上水道事業 計画給水人口が 5,000 人を超える水道事業のことをいいます。 

小水力発電 数十 kW～数千 kW 程度の比較的小規模な発電の総称として用いられてお

り、水道においてはエネルギーの有効利用を図るため、水道管の水流や水路の

落差を利用して発電する水力発電をいいます。 

新水道ビジョン 平成 25 年 3 月、厚生労働省において、今後の人口減少や、東日本大震災

の経験を踏まえ、今後 50 年後、100 年後の将来を見据え、水道の理想像を

明示するとともに、その理想像を具現化するため、今後、当面の間に取り組む

べき事項、方策を提示したものです。 

水源 水道として利用する水の供給源のことで、河川以外にもダム湖などを指すこ

とがあります。 

水質基準 水道水が備えなければいけない水質上の要件のことをいいます。水道水質基

準は水道法 4 条に規定されており、その具体的事項として「水質基準に関す

る省令」（平成 15 年厚生労働省令第 101 号）で項目、基準値が定められて

います。 

水質基準項目 水道水には水道法により 50 の項目（平成 20 年度から 51 項目）とその基

準値が設定されています。基準項目には「健康に関する項目」と「水道水が有

すべき性状に関する項目」の二つに分けられます。 

水道事業 計画給水人口が 100 人を超える水道により、水を供給する事業を水道事業

といいます。このうち計画給水人口が 5,000 人以下である水道により水を供

給する規模の小さい水道事業は、簡易水道事業と規定されており、計画給水人

口が 5,000 人を超える水道によるものは、慣用的に上水道事業とも呼ばれて

います。 

水道ビジョン （新水道ビジョン） 

平成 25 年 3 月に厚生労働省が策定したもので、「水道ビジョン」を全面

的に見直し、50 年後、100 年後の将来を見据えた新しいビジョンです。 

 

（水道ビジョン） 

平成 16 年 6 月に厚生労働省が水道の目指すべき方向性について示したも

ので、水道のあるべき将来像について、その実現のための施策や工程が明示さ

れています。 
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スケールメリット 事業の規模を大きくすることによって得られる効果や利益のことをいいま

す。 

スペックダウン 給水人口の減少などにより必要以上の規模となっている施設を小規模化する

ことで、負担を軽減することをいいます。 

送水管 浄水場で浄水処理された｢水道水｣を浄水場から配水池、ポンプ施設などの配

水施設に送る水道管です。 

損益勘定 水道事業の財源のうち、水道料金などで賄われ、水道水に係る維持管理、利

息の支払いなどに使われるものをいいます。 

た行 

第三者委託 水道事業における管理体制強化方策の一環として平成 14 年 4 月に施行さ

れた改正水道法により創設され、水道の管理に関する技術上の業務を水道事業

者及び需要者以外の第三者に委託できる制度のことをいいます。 

耐震化計画 地震対策について検討する計画。地震対策を中心として検討し、応急対策は

体制確保に向けて必要な事項を検討することです。 

耐震管 レベル 2 地震動において、地盤によって管路の破損や継手の離脱等の被害

が軽微な管、液状化による地盤変状に対しても、前項と同等の耐震性能を有す

る管の事です。 

耐震継手 地震の時、地面がずれたり割れたりした場合、管路にもずれ幅がなければ抜

けたり破損したりしてしまいます。耐震継手は継手部分で伸び縮みし、抜けた

り破損したりしないようにする継手です。 

耐震適合管 レベル 2 地震動において、地盤によって管路の破損や継手の離脱等の被害

が軽微な管をいいます。 

ダウンサイジング 水需要の減少や技術進歩に伴い、施設更新等の際に施設能力を縮小し、施設

の効率化を図ることをいいます。 

ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄は、鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させたもので、鋳鉄に比

べ、強度や靭性に富んでいます。 

ダクタイル鋳鉄管は施工性が良好であるため、現在、水道用管として広く用

いられています。 

地下水 地表面下にある水をいいます。一般に地下水は、河川水に比べて水量、水

質、水温が安定した良質の水源です。 

着水井 浄水場へ流入する原水の水位動揺を安定させ、水位調節と流入量測定を行う

ために設ける枡のことをいいます。 

長期前受金戻入 固定資産取得のために交付された補助金などについて、減価償却見合い分を

収益化したものです。 

貯水槽水道 ビルやマンション等の建物で、水道事業者から供給を受ける水のみを水源と

し、その水をいったん受水槽で受けた後に加圧などを行い、その建物の利用者

に飲用水として供給する給水設備の総称です。貯水槽水道のうち水槽の容量が

10 立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といい、10 立方メートル

以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。 

直結給水 水道利用者の必要とする水量、水圧が確保できる場合に、配水管の圧力を利

用して給水する方式をいいます。配水管圧力だけで末端まで給水する直結直圧

式給水と、配管途中に増圧設備を挿入して末端までの圧力を高めて給水する直

結増圧式給水があります。 

DBO 公共が資金調達を負担し、設計・建設・運営を民間に委託する方式のことを

いいます・。 

投資試算 「経営戦略」の中心となる「投資・財政計画」の構成要素のうち、施設・設

備に関する投資の見通しを試算した計画のことをいいます。 

導水管 河川、井戸などの水源から取水した水を、浄水場に送る水道管です。 

動力費 営業費用の一部をなし、機械装置などの運転に必要な電力及び燃料費などを

指します。 
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トリハロメタン 河川などの水には、植物が枯死し、分解したときにできる腐植質や都市排水

などの中にある有機物が含まれています。水道水をつくる過程で塩素処理を行

うと、これらの物質と塩素が反応してトリハロメタンができます。 

な行 

内部留保資金 減価償却費などの現金支出を行わない支出や収益的収支における利益によっ

て、企業内に留保される自己資金のことです。 

鉛製給水管 鉛は、柔らかく加工しやすい金属であるため、かつては給水管の材料として

一般的に使用されていました。現在は、通常の使用では健康に問題はありませ

んが、長時間の水の滞留による水道水中への鉛の溶出が問題視されています。 

は行 

配水管 配水池やポンプ施設などの配水施設から個々の使用者に給水する水道管のう

ち、給水管等を除く部分のことをいいます。 

配水池 浄水処理された水道水を貯留する施設のことをいいます。 

PAC ポリ塩化アルミニウムの総称であり、水中にある濁質の凝集効果を高めるた

めに注入します。 

PFI 公共施設などの建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術

的能力を活用して行う方式の事業形態のことです。 

PDCA サイクル PDCA は Plan（計画）、Do（実施）、Check（点検）、Action（是正）

を意味しており、PDCA サイクルとは管理計画を作成（Plan）し、その計画

を組織的に実行（Do）し、その結果を内部で点検（Check）し、不都合な点

を是正（Action）したうえでさらに、元の計画に反映させていくことで、螺

旋状に、品質の維持・向上や環境の継続的改善を図ろうとするものです。 

深井戸 被圧地下水を取水する井戸をいい、ケーシング、スクリーン及びケーシング

内に釣り下げた揚水管とポンプで構成されています。狭い用地で比較的多量の

良質な水を得ることが可能です。 

負荷率 給水量の変動の大きさを示すものであり、次式のように表されます。 

負荷率＝一日平均給水量÷一日最大給水量×100（%） 

法定耐用年数 地方公営企業法施行規則で定められている耐用年数のことです。経理上の基

準であり、実際に使用できる年数は実情に応じて変動します。 

ま行 

マンガン 生理的に不可欠の元素で、炭水化物の代謝などに関与しますが、浄水中にマ

ンガンが多いと、給水栓水に黒い色をつけるので好ましくないとされていま

す。 

水安全計画 水源から給水栓に至る各段階で危害評価・危機管理を行い、安全な水の提供

を確実にする水道システムを構築するための計画のことです。 

水需要 水道水の使用見込量のことです。 

や行 

有形固定資産減価償却率 償却資産における減価償却済の部分の割合を示す比率のことです。この比率

は減価償却の進み具合や資産の経過年数を知る指標となります。 

当比率の向上は、相対的に資本費（減価償却費）の減少を意味しますが、同

時に施設の老朽化の度合いを示していることから、修繕費の発生や生産能力の

低下を知らせるものでもあります。償却資産の減価償却の進み具合は分析する

ことによって、将来の施設更新の必要性や今後の修繕費の発生見込みを推測

し、今後の設備投資計画を立てる際の参考にすることができます。 

また、償却資産を電気設備・機械設備等の勘定科目ごとに分析することによ

り、緻密な投資計画を立てることが可能であり、費用についてもそれぞれ修繕

費と比較することにより施設管理の一層効果的な運用を図ることに繋がりま

す。なお、この比率は減価償却に伴う資金の内部留保がどの程度図られている

かを示すものでもあり、資金計画を策定する上でも重要な判断材料の一つとな

ります。 
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有収水量 水道メーターにより計量され、料金収入に結びつく水量のことです。 

有収率 この指標は、年間の配水量（給水量）に対する有収水量の割合を示すもので

す。 

ら行 

ランニングコスト 機器やシステムの保守・管理に必要な費用のことをいいます。維持費用とも

いい、消耗品の調達費用や保守サービスの料金などがこれに含まれます。 

流動比率 流動負債に対する流動資産の割合であり、短期債務に対する支払い能力を表

しています。流動比率は 100％以上であることが必要であり、100％を下回

っていれば不良債権が発生していることになります。 

料金回収率 供給単価と給水原価の関係を表しており、事業の経営状況の健全性を示す指

標の一つである。料金回収率が 100％を下回っている場合、給水にかかる費

用が料金収入以外の収入で賄われている事を意味します。 

累積欠損比率 水道事業体の経営状況が健全な状態にあるかどうかを、累積欠損金の有無に

より把握しようとするもので、営業収益（受託工事収益を除く）に対する累積

欠損金の割合をいいます。 

事業の経営状況の健全性を示す指標のひとつで、累積欠損金が発生している

以上、その企業の経営はすでに健全なものとはいえませんが、経営の悪化の状

況を知ることが出来ます。 

レベル 1 地震動 当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該

施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいいます。 

レベル 2 地震動 当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大

規模の強さを有するものをいいます。 
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